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一 

 



 

一 

米
田
建
三
衆
議
院
議
員
の
提
示
し
た
資
料
及
び
こ
れ
に
関
す
る
国
会
答
弁
に
つ
い
て 

二 

共
同
通
信
の
配
信
記
事
の
事
実
関
係
に
つ
い
て 

公
安
調
査
庁
に
お
い
て
は
、
米
田
議
員
が
平
成
八
年
四
月
九
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
提
示
し
た
資
料
の
存
否
等
に
つ

い
て
所
要
の
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
同
議
員
が
示
し
た
資
料
の
作
成
に
同
庁
が
関
与
し
た
事
実
及
び
同
庁
が
当
該
資
料
を
同

議
員
に
提
供
し
た
事
実
は
な
く
、
ま
た
、
同
庁
の
取
り
扱
う
資
料
及
び
情
報
の
中
に
は
北
朝
鮮
へ
の
支
援
米
に
国
産
米
が
含

ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
は
一
切
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
月
十
七
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
等
に
お
い
て
、

そ
の
旨
の
答
弁
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

海
上
保
安
庁
は
、
平
成
八
年
三
月
二
十
七
日
、
北
朝
鮮
へ
の
支
援
米
輸
送
に
か
か
わ
る
北
朝
鮮
船
舶
の
出
入
港
状
況
に
つ

い
て
記
載
し
た
「
取
扱
注
意
」
の
資
料
（
な
お
、
同
資
料
中
に
国
産
米
に
関
す
る
記
載
は
存
し
な
い
。
）
を
公
安
調
査
庁
に 

海
上
保
安
庁
に
お
い
て
も
、
同
法
務
委
員
会
で
、
米
田
議
員
の
提
示
し
た
資
料
は
同
庁
で
作
成
し
た
文
書
で
は
な
い
こ
と

か
ら
、
そ
の
旨
答
弁
し
た
も
の
で
あ
る
。 

れ
て
い
る
点
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

衆
議
院
議
員
坂
上
富
男
君
提
出
北
朝
鮮
援
助
米
に
つ
い
て
の
資
料
が
公
安
調
査
庁
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
と
言
わ 

三 

 



 

 

四 

提
供
し
た
。 

公
安
調
査
庁
に
お
い
て
所
要
の
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
同
日
、
関
東
公
安
調
査
局
の
公
安
調
査
官
が
そ
の
担
当
業

務
の
調
査
の
必
要
上
、
同
庁
担
当
官
の
了
承
を
得
た
上
、
右
資
料
の
写
し
を
関
東
公
安
調
査
局
に
持
ち
帰
っ
て
い
る
が
、
同

資
料
が
米
田
議
員
を
含
む
第
三
者
に
流
出
し
た
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

三 

事
実
関
係
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
り
、
御
指
摘
の
公
安
調
査
庁
ほ
か
関
係
省
庁
の
国
会
答
弁
の
内
容
と
、
共
同
通
信
の
配

信
記
事
が
指
摘
す
る
内
容
と
の
間
に
、
実
質
的
な
食
い
違
い
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。 


